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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成 29 年 11 月 30 日開催の取締役会において、株主優待制度の内容について変更することを決

議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

変更の理由及び内容 

 

当社は平成 29 年 10 月 31 日をもちまして、長年にわたりご愛顧いただきました水素水生成器の販売を

終了いたしました。 

これに伴い、当社がこれまで実施してまいりました株主優待制度のうち、水素水生成器の販売のご優待

は、平成 30 年６月 30 日をもって終了させていただきます。なお、ご優待用の水素水生成器は在庫限り

の販売となります。 

同年７月以降につきましては交換カートリッジフィルターの販売のみのご優待に変更させていただき

ます。 

交換カートリッジフィルターの販売とメンテナンスにつきましては、年内は従来通り当社にて対応させ

ていただきますが、平成 30 年１月より当社グループ会社のタカオカ化成工業株式会社に事業移管し継続

いたします。 

永らく優待製品をご愛用いただいております株主の皆さまにはご心配やご不便をおかけいたしますが、

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

【優待内容変更前後比較表】 

 

 変更前 変更後 

時期 
平成 30 年６月 30 日迄 

（平成 29 年６月贈呈の優待券迄） 

平成 30 年７月以降 

（平成 30 年６月贈呈予定の優待券より） 

内容 
水素水生成器及び交換カートリッジフィ

ルターの優待価格での販売。 

交換カートリッジフィルターの優待価格

での販売。 

 

以上 


